




























令和 5 年度法科大学院入学試験【後期日程・開放型特別選抜後期日程】 
法律科目試験 出題の趣旨 

【憲法】 
第１問 
 本問は、衆議院議員選挙における投票価値の平等に関する問題である。主要な論点は、
区割り基準の合憲性と、実際に発生した最大較差の合憲性である。本問に解答するために
は、投票価値の平等の憲法上の位置づけ、投票価値の平等と選挙制度に関する立法裁量と
の関係、新しい選挙制度の合憲性判断枠組み、投票価値の不平等の合憲性判断枠組みにつ
いての一連の判例の立場と主要な学説の立場を踏まえる必要がある。なお、１人別枠方式
に関しては、最大判平成 11 年 11 月 10 日民集 53 巻 8 号 1704 頁は合憲と判示したが、最
大判平成 23 年 3 月 23 日民集 65 巻 2 号 755 頁は違憲状態と判示した。 
 
第２問 
 本問は司法権の限界に関する問題であり、（１）は最判昭和 52 年 3 月 15 日民集 31 巻 2
号 234 頁に、（２）は最大判令和 2 年 11 月 25 日民集 74 巻 8 号 2229 頁に、それぞれ基づ
いて作成されたものである。両者とも団体の内部紛争に対して司法審査が及ぶか否かが問
題となった事件であるところ、（１）について、最高裁はいわゆる「部分社会論」を展開し
て、国立大学における単位認定行為には司法審査は及ばないと判断した。それに対し、（２）
について、最高裁は上記大法廷判決において、地方議会における出席停止処分が司法審査の
対象となることを否定した最大判昭和 35 年 10 月 19 日民集 14 巻 12 号 2633 頁を変更し、
「裁判所は、常にその適否を判断することができる」と述べている。このような判例の立場
を正確に理解した上で、それに対する学説の評価などにも触れていれば、解答としては十分
な水準と言えよう。 
 
【刑法】 
第 1問 
本問は、毒物を注射して被害者を殺害しようとした行為について、(1)毒物が致死量に満た
なかったこと、(2)翻意して病院に運んだこと、(3)医師の過失により被害者が死亡したこと
との関連で、それぞれ(1)不能犯と未遂犯の判断基準、(2)因果関係の存否、(3)中止未遂の
成否、を論じるべきことが求められるものであり、刑法総論の基本的理解を問うものである。
特に(1)では、未遂犯の処罰根拠に遡りつつその成否を検討すること、(2)では、いわゆる介
在事情が結果発生に大きく影響した場合における「危険の現実化」の判断を丁寧に行うこと、
(3)では、そもそも死に至る危険性がない（と解しうる）行為における中止未遂の成否をど
のように解すべきか（中止行為と結果不発生の間の因果関係）を論じること、が重要である。 
 
 



第 2問 
本問は、A および B に対する X の罪責を問うものであるが、とりわけ、B に対する罪責

に関し、胎児の間に侵害行為を受け、出生し「人」となった後に負った傷害結果について、
過失運転致傷罪の成立を認める立場およびそれに反対する立場のそれぞれの理解に基づく
要件解釈をふまえて、事実関係を的確に分析･評価できているのかを問うものである。 
 
【民法】 
第 1問 
動産売買が解除された場合における、解除前に当該目的物を買主から賃借した者と売主と
の法律関係を問うものである。設問では、売主が賃借人に目的物の返還を求めていることか
ら、解除の効果から売主の返還請求の根拠を導き、そして、その賃借人が 545 条 1 項ただ
し書の「第三者」に当たるか否かが問われることとなり、その回答に対応した形で売主と賃
借人との関係を導出するという論理操作が求められている。その上で、付随的な問題として、
費用償還請求の根拠及び内容が問われることとなる。 
 
第 2問 
買主に資力がない場合における売主の実効的な代金回収方法を問うもので、買主が賃借人
に賃料債権を有していることから、民法上の制度としては、債権者代位権と動産売買の先取
特権に基づく物上代位が考えられる。そして、（１）では、それぞれの制度の要件を挙げて
当てはめをし、その効果を説明すること、（２）では、債権者代位権における被代位債権の
譲渡の位置づけと物上代位における差押えの意義を説明することが求められている。 
 
【商法】 
第 1問 
 いわゆる利益相反取引の間接取引（会社 356 条 1 項 3 号）につき、取締役会の承認のな
い場合の効力を問う問題である。 
間接取引の要件を満たすかどうかを条文に照らして論じた後、間接取引の効力について、

どのような理由で、どのように解されるかを明確に論じることが求められる。 
 
第 2問 
 取締役の法令定款違反行為等に対する差止めにつき、監督機関がある場合とない場合に
おける、株主の差止めの権限の違いについて、その趣旨を問うものである。監督機関がある
場合の方が株主の権限は限定されている。 
 
 
 



【民事訴訟法】 
第 1問 
いわゆる一般条項に関し、その具体的事実は当事者から主張がなされているものの、一般
条項（本問では権利濫用）に該当する旨の主張が当事者からなされていないという場合に
おいて、裁判所が当該一般条項を適用するという判断をすることが、弁論主義における主
張原則に違反しないかどうかを問うものである。ここでは、上記のような問題の正しい分
析、弁論主義及び主張原則の意義、並びに一般条項において何を弁論主義の適用のある事
実と捉えるかということを前提に、説得的な論述をすることが求められる。 

 
第 2問 
共同訴訟人間における主張共通及び証拠共通の意義及びこれらが認められるかについて
説明することを求めるものである。まず、上記概念の前提として、通常共同訴訟における
共同訴訟人独立の原則（法３９条）を指摘し、その趣旨を説明することが必要である。そ
のうえで、主張共通及び証拠共通についてその意義を正確に記述し、これらを認めるかど
うかについて、一般に論じられている理由付けを用いて説得的に論述することが求められ
る。 

 
【刑事訴訟法】 
本問は、実況見分調書の伝聞証拠性の検討を求める問題である。実況見分は、場所や物等の
状態を知覚し、把握するための任意処分であって、その結果を記載した実況見分調書は、同
調書の作成者を原供述者とする伝聞書面に該当する。したがって、原則として証拠能力は否
定される。但し、刑訴法３２１条３項の要件、特に真正性の立証によって、伝聞例外にあた
ると認められれば、同調書の証拠能力は付与される。したがって、本問では、まず伝聞法則
の規範をしっかりと論じ、その後、伝聞例外要件の検討を行う必要がある。次に、調書自体
が伝聞例外にあたると考えられても、実況見分に立ち合わせた者から録取した供述部分の
伝聞性はなお残ることになるから、この点を法的にどう処理するかも検討対象となる。 
 本問では、伝聞法則の内容、趣旨及び規範をしっかりと押さえた上で、実況見分調書の法
的性格を論じ、さらに立会人の供述部分（現場指示部分と現場供述部分）をどのように取り
扱うか、関連する条文を的確に挙げつつ、論じることが求められる。 
 
 
 
 
 
 
 



【行政法】 

 
 


